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１．計画策定の意義 

 

本町のまちづくりは、寒川町総合計画２０４０のまちの将来像である「つながる力で新

化するまち」の実現をめざして、６つの基本目標によって構成しており、廃棄物処理行政

に関しては、第３章「こころ穏やかに暮らせるまちづくり」に位置付けられている。 

この目標の実現のためには、限りある資源を有効に使用し、環境への負荷が少ない循環

型社会の構築が必要となる。 

そのため、本町では、令和７年度よりごみ・資源物の分別収集方法を変更し、地元自治

会をはじめとした住民の協力により、ごみ・資源物の分別収集を実施し、ごみの減量化・

資源化を推し進めているところである。 

しかし、本町はじん芥焼却施設、最終処分場を有しておらず、安定かつ適正な廃棄物処

理を将来にわたって継続的に行うには、さらなるごみの減量化、資源化が肝要であり、そ

のためには、町民・事業者・町の三者が一体となった取り組みが重要と考える。 

このような状況のなか、本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（以下「容器包装リサイクル法」という）第 8 条に基づき、一般廃棄物の中で大

きな比率を占める容器包装廃棄物を分別収集することにより、地域における容器包装廃棄

物の３Ｒ+Renewable（リデュース、リユース、リサイクル+リニューアブル）を推進し、

最終処分量の削減を図る目的で、町民・事業者・町がそれぞれの役割を明確にし、関係者

が一体となって取り組むべき方針を示したものである。 

本計画の推進により、最終処分場をはじめとする廃棄物処理施設の延命化が図られると

ともに循環型社会の形成、ごみの減量化、資源化を図るものである。 

 

 

２．基本的方向 

 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

①  町民・事業者・町の三者協働による循環型社会の構築を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  ３Ｒ+Renewable の推進、適正な廃棄物処理を行い、ごみの減量化・資源化を推

進する。 

町 民 

ごみを減らし資源とす

る、環境に優しい生活を

積極的に行い、町の取り

組みに協力します。 

事業者 

環境に配慮した事業活動

を展開し、排出されるご

みの減量化、資源化を行

い、町の取り組みに協力

します。 

 町  

さまざまな取り組みを推

進するとともに、町民及

び事業者との協働のため

の基盤を構築します。 



2 

 

３．計画期間 

 

本計画の計画期間は、令和 8 年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。 

 

 

４．対象品目 

 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、

茶色、その他）、段ボール、飲料用紙パック、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対

象とする。また、プラスチック資源循環法に基づき、製品プラスチックを分別収集の対象と

する。 

 

 

５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み    （法第 8 条第 2 項第 1 号） 

 

 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

容器包装廃棄物 １，２５６ｔ １，２５３ｔ １，２４９ｔ １，２４５ｔ １，２４０ｔ 

製品プラスチック 0ｔ １２８ｔ １２８ｔ １２７ｔ １２７ｔ 

※製品プラスチック（プラスチック資源循環法に基づく分別対象物）については、令和９年

度末までに実施を予定している。 

 

６．容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第 8 条第 2 項第 2 号） 

 

容器包装廃棄物の排出の抑制のため以下の方策を実施する。なお実施するにあたって

は、町民・事業者・再生業者・町などがそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力及

び・連携を図ることが重要である。 

 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

 

①   廃棄物減量化等推進協議会 

・自治会長、婦人会、学識経験者、町職員で構成し、一般廃棄物問題について広く意

見を求め、町民相互の協力及び廃棄物の減量化、資源化等を積極的に推進する。 
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②   教育・啓発活動 

・広報誌「広報さむかわ」、環境課機関紙「ゴミ野ゲンゾウ見聞録」、町公式 SNS の発

信等によるによる容器包装リサイクル法の主旨、分別の周知徹底、寒川町の置かれ

ている現状などの特集を掲載。 

・町内の自治会や小学校、団体等に出向いてのごみの減量化、資源化に関する説明会

を開催。また、寒川広域リサイクルセンターの施設見学会、イベントでの啓発活動

を開催。 

 

③  その他のごみ減量化施策 

・自治会等への分別排出の徹底 

ごみ減量化、処理経費の節減を図るため、可燃ごみは平成６年７月より、不燃ごみ

は令和７年４月より、それぞれ指定袋による分別収集を行い、ごみの排出抑制を図っ

ている。また、プラスチック製容器包装についても、平成１７年 4 月より指定袋に

よる分別収集を行い、プラスチック製容器包装の分別の向上を図っている。 

また、ごみの分別収集日程表、保存版の冊子として「ごみと資源物の正しい分け

方・出し方」の全戸配布、町ホームページによる収集日程や上記配布物のデータの公

開を行っている。 

・生ごみ処理器の啓発及び斡旋販売 

消滅型生ごみ処理器（キエーロ）の斡旋販売を行い、可燃ごみの排出抑制を図って

いる。 

・再利用の推進 

フリーマーケット（年 2 回）の開催や不用品登録制度の活用により、再利用の推進

を図っている。 

 

 

７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分                    （法第 8 条第 2 項第 3 号） 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定め、収集に係る分別の区分

を下表右欄のように定める。 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
かん 
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びん 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするための

もの（原材料としてアルミニウムが利用されているも

のを除く。） 

飲料用紙パック 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の 

容器であって飲料又はしょうゆ等を充てんするための

もの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製容器包装であって 

ペットボトル以外のもの 
プラスチック製容器包装 

プラスチック資源循環法に基づき分別収集するもの 製品プラスチック 

 

 

８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器リサ

イクル法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第 8 条第 2 項第 4 号） 

 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

主としてスチール製の容器 ３８ｔ ３８ｔ ３７ｔ ３７ｔ ３７ｔ 

主としてアルミ製の容器 ６５ｔ ６５ｔ ６４ｔ ６４ｔ ６４ｔ 

無色のガラス容器 ９６ｔ ９６ｔ ９６ｔ ９５ｔ ９５ｔ 

(引渡し量) (独自処理) （96ｔ）（０ｔ） （96ｔ）（０ｔ） （96ｔ）（０ｔ） （95ｔ）（０ｔ） （95ｔ）（０ｔ） 

茶色のガラス容器 ５２ｔ ５１ｔ ５１ｔ ５１ｔ ５１ｔ 

(引渡し量) (独自処理) （51ｔ）（1ｔ） （50ｔ）（1ｔ） （50ｔ）（1ｔ） （50ｔ）（1ｔ） （50ｔ）（1ｔ） 

その他のガラス容器 ５９ｔ ５９ｔ ５８ｔ ５８ｔ ５８ｔ 

主として 

ガラス製の 

容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 
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(引渡し量) (独自処理) （59ｔ）（０ｔ） （59ｔ）（０ｔ） （58ｔ）（０ｔ） （58ｔ）（０ｔ） （58ｔ）（０ｔ） 

主として段ボール製の容器 ３２３ｔ ３２２ｔ ３２２ｔ ３２０ｔ ３１９ｔ 

主として紙製の容器であっ

て飲料を充てんするための

もの（原材料としてアルミ

ニウムが使用されているも

のを除く） 

０．４５ｔ ０．４５ｔ ０．４４ｔ ０．４４ｔ ０．４４ｔ 

主としてポリエチレンテレ

フタレート(ＰＥＴ)製の容

器であって飲料又はしょう

ゆ等を充てんするためのも

の 

１０９ｔ １０９ｔ １０９ｔ １０８ｔ １０８ｔ 

(引渡し量) (独自処理) （109ｔ）（０ｔ） （109ｔ）（０ｔ） （109ｔ）（０ｔ） （108ｔ）（０ｔ） （108ｔ）（０ｔ） 

主としてプラスチック製の

容器包装であって上記以外

のもの 
５１４ｔ ５１３ｔ ５１１ｔ ５０９ｔ ５０７ｔ 

(引渡し量) (独自処理) （514ｔ）（０ｔ） （513ｔ）（０ｔ） （511ｔ）（０ｔ） （509ｔ）（０ｔ） （507ｔ）（０ｔ） 

製品プラスチック（プラス

チック資源循環法に基づく

分別対象物） 
０ｔ １２８ｔ １２８ｔ １２７ｔ １２７ｔ 

(引渡し量) (独自処理) （０ｔ）（０ｔ） （０ｔ）（１２８ｔ） （０ｔ）（１２８ｔ） （０ｔ）（１２７ｔ） （０ｔ）（１２７ｔ） 

※製品プラスチック（プラスチック資源循環法に基づく分別対象物）については、令和９年

度末までに実施を予定しており、詳細については調整中。 
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９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、容器包装リ

サイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量

の見込みの算定方法 

 

特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省

令で定める物の量の見込み 

 

＝直近年度の分別基準適合物の収集実績×人口変動率 

 

また、人口変動率は、寒川町人口ビジョンの将来人口推計に基づき、次のとおり設定した。 

 

令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

48,854 人 

（対令和6年度比） 

99.58％ 

48,722 人 

（対令和6年度比） 

99.31％ 

48,587 人 

（対令和6年度比） 

99.03％ 

48,414 人 

（対令和6年度比） 

98.68％ 

48,222 人 

（対令和6年度比） 

98.29％ 

 

 

１０．分別収集を実施する者に関する基本的な事項      （法第８条第２項第５号） 

 

本町では、かん、びん、段ボール、ペットボトル、プラスチック製容器包装、金属類、そ

の他紙及び布類を資源物として分別収集している。 

 

収集・運搬の段階、選別・保管等の段階の実施者について下表に示す。 

 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 

選別・保管等 

段階 

金

属 

スチール製容器 

かん 
委託業者による指

定日回収 
委託業者 

アルミ製容器 

ガ

ラ

ス 

無色のガラス製容器 

びん 
委託業者による指

定日回収 
委託業者 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 
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紙

類 

段ボール製容器 段ボール 
委託業者による指

定日回収 
委託業者 

飲料を充てんする紙製

容器 
飲料用紙パック 

委託業者による指

定日回収 
委託業者 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

ペットボトル ペットボトル 
委託業者による指

定日回収 
委託業者 

ペットボトル以外のプ

ラスチック製容器包装 

プラスチック製 

容器包装 

製品プラスチック（プ

ラスチック資源循環法

に基づく分別対象物） 

製品プラスチック 

（予定） 

委託業者による指

定日回収 

（予定） 

委託業者 

（予定） 

※製品プラスチック（プラスチック資源循環法に基づく分別対象物）については、令和９年

度末までに実施を予定しており、詳細については調整中。 

 

 

１１．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項     （法第８条第２項第６号） 

 

本町では、平成２４年４月から寒川広域リサイクルセンターが稼働し、寒川町と茅ヶ崎市

のびん、缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、廃食用油、衣類・布類、古紙類、金

属類の８品目を保管、処理しており、施設の処理能力は５５．５ｔ／１日となっている。 

 

１２．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

①  その他プラスチック製容器包装の分別収集は、平成１７年４月より実施。 

 

②  減量化、資源化等についての協議の推進 

自治会、学識経験者などからなる寒川町廃棄物減量化等推進協議会を中心に廃棄物の

適正処理と容器包装廃棄物の減量化・資源化等について協議している。 

・発足 平成３年８月 

・協議会組織（委員１５名以内、任期２年） 


